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（
外
交
防
衛
委
員
会
）

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
第
四
十
三
条
２
の
改
正
（
千
九
百
九
十
五
年
十
二
月
十
二
日
に
締
約
国
の
会
議
に

お
い
て
採
択
さ
れ
た
も
の
）
の
受
諾
に
つ
い
て
承
認
を
求
め
る
の
件
（
閣
条
第
一
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
（
以
下
「
条
約
」
と
い
う

）
は

「
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規

。

、

約
」
及
び
「
市
民
的
及
び
政
治
的
権
利
に
関
す
る
国
際
規
約
」
に
お
い
て
定
め
ら
れ
て
い
る
権
利
を
児
童
に
つ
い
て
広
範
に
規

定
す
る
と
と
も
に
、
児
童
の
人
権
の
尊
重
及
び
確
保
の
観
点
か
ら
必
要
と
な
る
詳
細
か
つ
具
体
的
な
事
項
を
も
規
定
し
た
も
の

で
あ
る
。

締
約
国
は
、
条
約
に
基
づ
き
設
置
さ
れ
る
児
童
の
権
利
に
関
す
る
委
員
会
（
以
下
「
委
員
会
」
と
い
う

）
に
対
し
て
、
条

。

約
が
定
め
る
児
童
の
権
利
の
実
現
の
た
め
に
自
国
が
と
っ
た
措
置
及
び
こ
れ
ら
の
権
利
の
享
受
に
つ
い
て
も
た
ら
さ
れ
た
進
歩

に
関
す
る
報
告
を
提
出
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
締
約
国
の
増
加
に
伴
い
、
提
出
さ
れ
る
報
告
の
数
が
年
々
増
加
し
、
委
員

会
に
よ
る
報
告
の
審
査
業
務
に
遅
延
が
生
じ
た
こ
と
か
ら
、
一
九
九
五
年
（
平
成
七
年
）
十
二
月
に
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
で
開
催
さ
れ

た
締
約
国
の
会
議
に
お
い
て
、
こ
の
改
正
が
採
択
さ
れ
た
。

こ
の
改
正
は
、
委
員
会
の
委
員
の
数
を
十
人
か
ら
十
八
人
に
増
加
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
。


